
 

 

 

 

～役場建設課上下水道グループ～ 

 

 

【合併処理浄化槽とは？】【合併処理浄化槽とは？】【合併処理浄化槽とは？】【合併処理浄化槽とは？】    

 トイレ、台所、風呂、洗濯等から出る汚水を微生物の力で処理し、きれいな水に

して放流する装置付きの槽です。（単独浄化槽はトイレのみ処理しているもの） 

 

   きれいな水環境と快適なくらしのために、剣淵町においても平成８年度 

から国の補助制度により下水道処理区域外において合併処理浄化槽の設置 

整備事業を実施しています。 

   つきましては、平成２４年度合併処理浄化槽設置希望者の取りまとめを 

行いますので、希望される方、又は平成２４年度に設置を検討されている方は、 

平成２４年２月２９日(水)までに建設課上下水道グループ（℡34-2121） 

へ申込をお願いします。 

 

【【【【合併処理浄化槽合併処理浄化槽合併処理浄化槽合併処理浄化槽補助概要】補助概要】補助概要】補助概要】    

区 分 標準工事費 町補助金額 個人負担額 

５人槽５人槽５人槽５人槽    1,200,0001,200,0001,200,0001,200,000 円円円円    900,000900,000900,000900,000 円円円円    300,000300,000300,000300,000 円円円円    

６人槽 1,350,000 円 1,000,000 円 350,000 円 

７人槽７人槽７人槽７人槽    1,500,0001,500,0001,500,0001,500,000 円円円円    1,100,0001,100,0001,100,0001,100,000 円円円円    400,000400,000400,000400,000 円円円円    

８人槽 1,600,000 円 1,200,000 円 400,000 円 

１０人槽 1,950,000 円 1,500,000 円 450,000 円 

   ※剣淵町の設置整備事業の対象としているのは※剣淵町の設置整備事業の対象としているのは※剣淵町の設置整備事業の対象としているのは※剣淵町の設置整備事業の対象としているのは５人槽と７人槽５人槽と７人槽５人槽と７人槽５人槽と７人槽です。です。です。です。    

排水設備工事は、標準工事費で 900,000 円程度ですが、室内改装、排水管の長

さ、便器の種類等により増減します。（試算例を参考にしてください。） 

 この補助制度を受ける合併処理浄化槽設置工事は、剣淵町の合併処理浄化槽工事

指定業者でなければ実施できません。 

また、排水設備等工事も剣淵町の排水設備工事指定業者でなければ実施すること

ができません。（指定業者一覧表を参考にしてください。） 

 

 
裏面へ続く裏面へ続く裏面へ続く裏面へ続く⇒⇒⇒⇒    



【水洗【水洗【水洗【水洗便所改造便所改造便所改造便所改造資金貸付制度】資金貸付制度】資金貸付制度】資金貸付制度】    

 既設の便所を水洗式便所に改造するために要する資金を、無利子で貸付する制度

があります。 

  ◇貸付対象  ・水洗便所改造工事 ＋ 排水設備工事 を行う方。 

         ・町税を滞納していないこと。 

         ・町内に住所を有する連帯保証人が２名いること。 

※上記のすべての要件を満たす方に限ります。 

  ◇貸 付 額  貸付の限度額は、工事費の９０％以内の額で１戸につき２基を

限度とします。 

         ・水洗便所１基と排水設備   ６００，０００円 

         ・水洗便所２基と排水設備   ９００，０００円 

         ・排水設備のみ（１件につき） １５０，０００円 

         ※１基とは、大便器１個と小便器１個又は大小兼用便器１個を

いい、排水設備を含む。 

◇償  還  毎月償還とし、５０回までとする。 

（借りた月の翌月から償還となります） 

【水洗便所改造【水洗便所改造【水洗便所改造【水洗便所改造補助制度】補助制度】補助制度】補助制度】    

 前記載の貸付制度を受けずに、自己資金により水洗便所改造工事を行う方や既設

の単独浄化槽を廃止した方は、次の補助金を受けることができます。 

（住宅を新築する場合は該当しません） 

   ◇水洗便所１基と排水設備    ６０，０００円 

   ◇水洗便所２基と排水設備    ９０，０００円 

◇すでに設置している単独浄化槽を廃止した場合 

          １５，０００円 

【維持管理費について】【維持管理費について】【維持管理費について】【維持管理費について】    

 浄化槽の規模によって異なりますが、保守点検及び清掃等で年間約５０，０００

円程度かかります。 

 剣淵町浄化槽維持管理組合に加入すると（年会費１，０００円）、維持管理費の 

２分の１（上限１５，０００円）を助成します。 

 

ご不明な点がございましたら 

役場建設課上下水道グループ（℡34-2121 内線 242） 

までお問い合わせください。 



例） 大、小便器を洋便器１基に改造 例） ５人槽

標準工事費 900,000円 900,000円 900,000円 900,000円 標準工事費 1,200,000円 1,200,000円 1,200,000円 1,200,000円 － 町補助金 900,000円900,000円900,000円900,000円

＝個人負担額 300,000円300,000円300,000円300,000円　となります。

・便器改造補助 60,000円60,000円60,000円60,000円を

　受けるか

・資金貸付(無利子)を受けるか ※ 工事費 1,200,000円 1,200,000円 1,200,000円 1,200,000円を全額業者へ支払って

  どちらかを選択することにな 　 いただいてから、町補助金 900,000円 900,000円 900,000円 900,000円を

  ります。 　 受領することになります。

＋ 円　（標準工事費）

－ 円　（浄化槽設置補助金）

→→→→ →→→→ ＋ 円　（標準工事費）

→→→→ － 円　（便所改造補助金）

円円円円

浄化槽工事（町補助）

浄浄浄浄化化化化槽槽槽槽本本本本体体体体とととと浄浄浄浄化化化化槽槽槽槽のののの出出出出口口口口かかかからららら放放放放流流流流先先先先ままままでででで

排水設備等工事（個人負担）

（ 個 人 負 担 ）

放流先
流入管

排水設備等工事

→→→→

放流管

浄 化 槽 工 事
（ 町 補 助 ） 900,000900,000900,000900,000

→→→→

家家家家 かかかか らららら 浄浄浄浄 化化化化 槽槽槽槽 本本本本 体体体体 のののの 入入入入 口口口口 まままま でででで

※ あくまで標準としての試算ですので、実際の工事により増減します。

←個人負担額

900,000900,000900,000900,000

60,00060,00060,00060,000

1,200,0001,200,0001,200,0001,200,000

1,140,0001,140,0001,140,0001,140,000

便器改造補助を
選択したとして

試算例

浄化槽本体浄化槽本体浄化槽本体浄化槽本体

（５人槽）（５人槽）（５人槽）（５人槽）



0165-34-2306

0165-34-2307(FAX)

0165-34-3757

0165-34-3778(FAX)

0165-34-2084

0165-34-3511(FAX)

0165-34-2206

0165-34-2691(FAX)

0165-34-2653

0165-34-2510(FAX)

0165-34-2283

0165-34-2500(FAX)

0165-22-3534

0165-22-3925(FAX)

0165-23-1158

0165-23-1159(FAX)

0165-23-3541

0165-22-3781(FAX)

0165-23-3495

0165-22-1469(FAX)

0165-23-3788

0165-22-1383(FAX)

0165-23-2988

0165-23-0064(FAX)

0165-23-2784

0165-22-1370(FAX)

0165-22-1833

0165-22-1833(FAX)

01654-3-3092

01654-3-4527(FAX)

0166-48-8210

0166-47-7767(FAX)

0166-24-0873

0166-24-0876(FAX)

0166-29-0700

0166-29-0701(FAX)

0166-26-0808

0166-26-0809(FAX)

0166-55-7788

0166-53-2199(FAX)

0166-32-3004

0166-32-3006(FAX)

0166-60-5500

0166-60-5533(FAX)

0166-26-5344

0166-25-8585(FAX)

0166-47-4388

0166-47-6527(FAX)

0166-73-5260

0166-73-5261(FAX)

0166-46-1994

0166-46-1994(FAX)

011-728-2301

011-728-2305(FAX)

剣淵町排水設備・合併処理浄化槽工事指定業者一覧表
（平成２３年１２月２７日現在）

指定業者名
排水
設備

合併処理
浄化槽 住　　　所 電話番号

卯城建設(株) ○

おの設備工業 ○

佐々木建設 ○

(株)瀬野鉄工所 ○

杉浦建設(株) ○

細田建設(有) ○ ○

岩見住設(有) ○ ○

(株)栗本組 ○ ○

佐藤建設管理(株) ○ ○

士別浄化工業(株) ○

ﾌｼﾞﾔ住設工業(株) ○ ○

(協)北部ｶﾞｽｾﾝﾀｰ ○ ○

三野建設(株) ○ ○

(有)吉原設備工業 ○

(株)山本組 ○

(株)大林 ○

国策機工(株) ○

(株)コーテック ○ ○

新日章(株) ○ ○

(株)ｾﾗ・ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ ○

(株)大協 ○

大建工業(株) ○ ○

(株)原田設備工業 ○ ○

大明建設(株) ○

(株)道北暖房設備 ○

(株)クラシアン ○

(株)前田住設 ○ ○

剣淵町元町15番3号

剣淵町元町8番7号

剣淵町西町15番10号

士別市大通東1丁目

士別市東3条16丁目3131番地

士別市南町東3区472番地110

剣淵町屯田町203番地

剣淵町西町5番11号

剣淵町西町1番2号

旭川市豊岡4条7丁目1番22号

旭川市大町3条6丁目2397番地の31

旭川市永山14条3丁目4番25号

旭川市大雪通9丁目512番地37宇山ﾋﾞﾙ2階D号室

旭川市大雪通4丁目

旭川市永山6条8丁目9番5号

名寄市字徳田101番地78

士別市東2条1丁目2番地2

士別市東4条5丁目6番地

士別市南町東3区472番地60

士別市西4条1丁目191番地11

士別市南士別町1614番地2

旭川市永山町7丁目158番地の1

旭川市1条通17丁目左1号

旭川市緑が丘南5条2丁目2番15号

札幌市北区北10条西2丁目9-1

旭川市永山10条3丁目7番12号

旭川市工業団地3条2丁目1番23号


